
平成１３年（行ケ）第３０６号　審決取消請求事件
平成１５年１０月２１日判決言渡，平成１５年９月３０日口頭弁論終結

　　　　　判　　　　決
　原　　　告　　　　株式会社シクソン
　訴訟代理人弁理士　林　　　孝　吉
　被　　　告　　　　住商鉄鋼販売株式会社
　訴訟代理人弁理士　芳　村　武　彦

　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が無効２０００－３５４２９号事件について平成１３年６月５日にした
審決を取り消す。」との判決。

第２　事案の概要
　本件は，後記本件発明の特許権者である原告が，被告請求に係る無効審判におい
て，本件発明についての特許を無効とする旨の審決がされたため，同審決の取消し
を求めた事案である。
　なお，本判決においては，審決，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用
語例に従って表記を変えた部分がある。
　１　前提となる事実等
　(1)　手続の経緯等
  (1-1)　本件特許
　特許権者：株式会社シクソン（原告）
　発明の名称：「プレハブ建造物」
　特許出願日：平成２年１１月２０日
　設定登録日：平成１１年１１月１９日
　特許番号：第３００４０４６号
　(1-2)　本件手続
　無効審判請求日：平成１２年８月９日（無効２０００－３５４２９号）
　審決日：平成１３年６月５日
　審決の結論：「特許第３００４０４６号の請求項１～４に係る発明についての特
許を無効とする。」
　審決謄本送達日：平成１３年６月１６日（原告に対し）
　(1-3)　訂正審判手続及び審決取消訴訟（別件）
　原告は，本訴提起後の平成１３年１０月２２日に訂正審判の請求（訂正２００１
－３９１９０号）をしたところ，平成１４年４月２４日付けで，審判請求不成立の
審決がされたため（審決謄本は平成１４年５月８日原告に送達），平成１４年６月
６日，同審決についても審決取消訴訟を提起した（東京高裁平成１４年（行ケ）第
２８８号事件）。
　(2)　本件発明の要旨（以下，請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本件発
明１」などという。）
　【請求項１】セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，
該ＧＲＣパネル内に発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の発泡体を密
閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に於て，前記プレハブ
建造物の基礎と，該基礎上に直線状に立設された壁用のＧＲＣパネルとを接合する
ための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形状のベースプレートと，該
ベースプレートの一側縁部に立設した側面プレートとから成り，且つ，該ベースプ
レートには，前記隣接する壁用のＧＲＣパネルの接合部位の基礎に設けられている
アンカーボルトを挿通するためのボルト孔が開穿されており，更に，前記側面プレ
ートにも，前記隣接する壁用のＧＲＣパネル双方に設けられているスリーブナット
と対峙する個所にボルト孔が開穿されており，前記基礎に設けられたアンカーボル
トをベースプレートに設けたボルト孔に挿通してナットにて緊締し，更に，隣接す
る双方のＧＲＣパネルに設けたスリーブナットに前記側面プレートに設けたボルト



孔よりボルトを螺入して緊締したことを特徴とするプレハブ建造物。
　【請求項２】セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，
該ＧＲＣパネル内に発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の発泡体を密
閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に於て，前記プレハブ
建造物の角部における基礎と，隣接の壁用のＧＲＣパネルの下端部とを接合するた
めの取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形状のベースプレートと，該ベ
ースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，且つ，該取り付け金物
は中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成されて成り，更に，該ベースプレ
ートには，前記建造物の角部の基礎に設けられているアンカーボルトを挿入するた
めのボルト孔が設けられており，更に，前記側面プレートにも，建造物の角部用の
ＧＲＣパネル及び之に隣接する壁用のＧＲＣパネルの夫々の下端部に設けられたス
リーブナットにボルトを挿通するためのボルト孔が開穿されており，前記基礎に設
けられたアンカーボルトをベースプレートに設けたボルト孔に挿通してナットにて
緊締し，更に，建造物の角部に配設される角部用のＧＲＣパネル及び該ＧＲＣパネ
ルに隣接する壁用のＧＲＣパネルの夫々の接合部位に設けたスリーブナットに前記
側面プレートに設けたボルト孔よりボルトを螺入して緊締したことを特徴とするプ
レハブ建造物。
　【請求項３】セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，
該ＧＲＣパネル内に発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の発泡体を密
閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に於て，前記プレハブ
建造物の屋根用のＧＲＣパネルと直線状に隣接した壁用のＧＲＣパネルとを相互に
接合するための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形状のベースプレー
トと，該ベースプレートの一側縁に立設した側面プレートとから成り，且つ，該ベ
ースプレートには前記隣接する壁用のＧＲＣパネルの接合部位の屋根用のＧＲＣパ
ネルに設けられているスリーブナットと対峙する個所にボルト孔が開穿されてお
り，更に，前記側面プレートにも前記隣接する壁用のＧＲＣパネル双方に設けられ
ているスリーブナットと対峙する個所にボルト孔が開穿されており，前記屋根用の
ＧＲＣパネル及び壁用のＧＲＣパネルに夫々設けられている前記スリーブナット
に，該スリーブナットに夫々対峙して設けられている前記ボルト孔からボルトを螺
入して緊締したことを特徴とするプレハブ建造物。
　【請求項４】セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，
該ＧＲＣパネル内に発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の発泡体を密
閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に於て，前記プレハブ
建造物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁用のＧＲＣパネルの上端
部とを接合するための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形のベースプ
レートと，該ベースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，且つ，
該取り付け金物は中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成されて成り，更
に，該ベースプレートには前記建造物の角部における屋根用ＧＲＣパネルに設けら
れたスリーブナットに対峙する個所にボルト孔が開穿されており，更に，前記側面
プレートにも，建造物の角部用のＧＲＣパネル及び之に隣接する壁用のＧＲＣパネ
ルの夫々の上端部に設けられたスリーブナットにボルトを挿通するためのボルト孔
が開穿されており，前記ボルト孔よりボルトを螺入して緊締したことを特徴とする
プレハブ建造物。」
　(3)　審決の理由
　(3-1)　審決は，理由の４項において，引用例の記載内容を認定した。
　(3-1-1)　引用例１（「積算資料」１９９０年１１月号，グラビア広告８～９頁，
１９９０年１１月１日，財団法人経済調査会発行。審判甲１，本訴甲３）の記載内
容に関する審決の認定は，次のとおりである。
　『トヨタハウス株式会社の「ＧＲＣダブルスキンパネル製Ｆ．Ｓ．Ｔ．ユニパネ
ルシステム」についての広告であって，「Ｆ．Ｓ．Ｔ．ユニパネルシステムは，時
代のニーズから生まれた，ＲＣ・ブロックに代わる，ニューテクノロジーのコンク
リートパネル工法。」（８頁５～９行），「日本建築センター評定Ｎｏ．ＢＣＪ－
ＬＣ－３３０」（同１３行）と記載され，また，「断熱材をＧＲＣ（耐アルカリガ
ラス繊維強化セメント）でフルカバーしたユニパネルは，抜群の耐久性・耐衝撃性
を持ち，しかも軽量，スピーディな施工でメンテナンスも容易です。」（同頁右欄
１～３行），「スピーディな施工　装置は効率のよいパネル工法ですから，わずか
３週間というスピーディな工期で，工費も削減できます。」（同頁右欄１１～１３
行）と記載されている。



  また，「構造図」（９頁）として，プレハブ建造物を構成するＧＲＣパネルの一
部切欠斜視図が記載され，ＧＲＣにより断熱材を密閉した構造が記載されている。
  さらに，ＧＲＣパネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物の一部展開斜
視図（同８頁）が記載され，屋根と隣接するパネルとの取付部分（請求人が付した
符号Ａ及びＣ部分）においては，取り付け金物を介して取り付けるもので，その取
り付け金物は少なくとも長方形状のベースプレートと，該ベースプレートの一側縁
に立設した側面プレートとから成り，取り付け金物に設けられた孔から接合部材を
挿入して屋根とパネルを接合して組み立てることが認められる。
  基礎と隣接するパネルとの取付部分（請求人が付した符号Ｂ部分）においては，
取り付け金物を抜き出して明示する記載はないが，屋根とパネルとの取り付け構造
からみて取り付け金物を介するものであることは明らかで，その取り付け金物は長
方形状のベースプレートと，該ベースプレートの一側縁に立設した側面プレートと
から成り，取り付け金物に設けられた孔から接合部材を挿入して基礎とパネルを接
合して組み立てることが認められる。
  取り付け金物の取り付け態様は次のとおりである。
（Ａ）屋根用パネルと直線状に隣接した壁用パネルとの相互接合（請求人が付した
符号Ａ部分）
　プレハブ建造物の屋根用のＧＲＣパネルと直線状に隣接した壁用のＧＲＣパネル
とを相互に接合するための取り付け金物であって，取り付け金物は長方形状のベー
スプレートと，該ベースプレートの一側縁に立設した側面プレートとから成り，側
面プレートには隣接する壁用のＧＲＣパネル双方に対峙する個所に孔が開穿され，
該孔から接合部材を挿入して接合すること。
（Ｂ）基礎と直線状に立設された壁用のＧＲＣパネルとの接合（請求人が付した符
号Ｂ部分）
　プレハブ建造物の基礎と，基礎上に直線状に立設された壁用のＧＲＣパネルとを
接合するための取り付け金物であって，取り付け金物は長方形状のベースプレート
と，ベースプレートの一側縁部に立設した側面プレートとから成り，かつ，ベース
プレートには孔が開穿されており，さらに，前記側面プレートにも，前記隣接する
壁用のＧＲＣパネル双方に対峙する個所に孔が開穿されており，隣接する双方のＧ
ＲＣパネルに側面プレートに設けた孔より接合部材を挿入して接合すること。
（Ｃ）屋根用パネルと角部用パネル及び隣接の壁用パネルの上端部との接合（請求
人が付した符号Ｃ部分）
　プレハブ建造物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁用のＧＲＣパ
ネルの上端部とを接合するための取り付け金物であって，取り付け金物は長方形の
ベースプレートと，ベースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，
かつ，該取り付け金物は中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成されて成
り，側面プレートには隣接する壁用のＧＲＣパネルの一方と対峙する個所に孔が開
穿され，該孔より接合部材を挿入して壁用のＧＲＣパネルを接合し，２本の接合部
材がベースプレートを挿通して屋根用のＧＲＣパネルを接合すること。』
　(3-1-2)　審決は，引用例２（「日経アーキテクチユア」１９８９年８月２１日
号，第１２３頁，１９８９年８月２１日，日経ＢＰ社発行。審判甲２，本訴甲４）
の記載内容に関して次のとおり認定した。
　『トヨタハウス株式会社のＧＲＣダブルスキンパネル製Ｆ．Ｓ．Ｔ．ユニパネル
システムについての広告が記載され，１２３頁には，ＧＲＣパネルを相互に接合し
て組み立てたプレハブ建造物の一部展開斜視図として，甲第１号証の図面と同じ図
面が記載されている。』
　(3-1-3)　審決は，続いて，引用例３（特公昭６１－３２４７１号公報。審判甲
３，本訴甲５）の記載内容について次のとおり認定した。
　『「多孔質系下地材にガラス繊維強化セメント層が積層されてなる複合板をコン
クリート壁の少なくとも片面に固着すべく，該複合板のガラス繊維強化セメント層
をコンクリート壁の表面材となるように，配筋を介して該複合板を締付金具で固定
した後コンクリートを打設して養生硬化することを特徴とする断熱性コンクリート
壁の施工方法。」（特許請求の範囲）
　「本発明に使用する複合板を構成する多孔質系下地材とは発泡スチロール，ポリ
ウレタンフォーム等の有機系多孔質材，石膏ボード，石膏ラスボード，ケイ酸カル
シウム板，炭酸マグネシウム板，気泡コンクリート，軽量コンクリート，ロックウ
ール，グラスウール，岩綿保温板，パーライト板，石綿パーライト板，或はシラス
パルーン，アルミニウム粉末等を混入せしめたセメント質板等の無機系多孔質或は



木毛セメント板，木片セメント板，木毛木片セメント板等の木質系セメント板等で
ある。
　該多孔質系下地材のうち特に発泡スチロール及びポリウレタンフォームは軽量に
して優れた断熱性を有しており好適である。」（３欄２～１５行）』
　(3-2)　その上で審決は，「対比・判断」に入り，本件発明１につき，次のように
認定判断した。
　(3-2-1)　審決による引用例１，２の内容のまとめ
　『引用例１及び引用例２には，ＧＲＣダブルスキンパネル製Ｆ．Ｓ．Ｔ．ユニパ
ネルシステムについて記載され，同一のプレハブ建造物の一部展開斜視図が記載さ
れている。
　そして，プレハブ建造物を構成するＧＲＣパネルは，断熱材をＧＲＣ（耐アルカ
リガラス繊維強化セメント）でフルカバーしたパネルであり，プレハブ建造物は，
基礎と該基礎上に直線状に立設された壁用のＧＲＣパネルとを取り付け金物によっ
て接合して組み立てたものであることが認められる（請求人の付した符号Ｂ部分参
照）。』
　(3-2-2)　本件発明１とこれに対応する引用例１，２に係る発明（引用発明Ｂ）と
の一致点についての審決の認定
　『セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，該ＧＲＣパ
ネル内に断熱材を密閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に
おいて，前記プレハブ建造物の基礎と，該基礎上に直線状に立設された壁用のＧＲ
Ｃパネルとを接合するための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形状の
ベースプレートと，該ベースプレートの一側縁部に立設した側面プレートとから成
り，かつ，該ベースプレートには孔が開穿されており，さらに，前記側面プレート
にも，前記隣接する壁用のＧＲＣパネル双方と対峙する個所に孔が開穿されてお
り，隣接する双方のＧＲＣパネルに前記側面プレートに設けた孔より接合部材を挿
入して接合したことを特徴とするプレハブ建造物，で一致（する）』
　(3-2-3)　上記両者の相違点についての審決の認定
　『相違点(1)　本件発明１は，断熱材として発泡スチロール又はウレタンホーム等
の有機質系の発泡体を用いるのに対して，引用発明Ｂは断熱材の材料を開示するも
のではない点。
　相違点(2)　本件発明１のベースプレートの孔は，隣接する壁用のＧＲＣパネルの
接合部位の基礎に設けられているアンカーボルトを挿通するためのものであり，基
礎に設けられたアンカーボルトをベースプレートに設けたボルト孔に挿通してナッ
トにて緊締するものであるのに対して，引用発明Ｂは，接合部材をベースプレート
の孔を介して基礎に挿入して接合する点。
　相違点(3)　本件発明１の側面プレートの孔はボルト孔であって，ＧＲＣパネルに
設けたスリーブナットにボルトを螺入して緊締するのに対して，引用発明Ｂの取り
付け金物の孔に挿入される接合部材はボルトであるとまではいえず，したがって，
ＧＲＣパネルに設けたスリーブナットにボルトを螺入して緊締するものであるかど
うか不明である点。』
　(3-2-4)　上記相違点についての審決の判断
　『相違点(1)については，引用例３に記載されているように，建築材料の断熱材と
して，発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の発泡体は周知であるか
ら，引用発明１の断熱材として発泡スチロール又はウレタンホーム等の有機質系の
発泡体を用いることは，当業者であれば容易に選択し得ることにすぎない。
　相違点(2)については，基礎と壁との接合に際して，基礎に設けられたアンカーボ
ルトを用いることも周知慣用の手段であるから，引用発明Ｂの接合部材に代えてア
ンカーボルトを用い，取り付け金物の孔に該アンカーボルトを挿通してナットにて
緊締して接合することは，当業者が容易になし得ることである。
　相違点(3)については，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは周知慣
用手段であり，取り付け金物を介してパネルを接合するに際して，パネルにスリー
ブナットを設け，取り付け金物の孔を介してボルトを螺入して緊締するようなこと
は，当業者であれば容易になし得ることである。』
　(3-3)　審決は，本件発明３につき，次のように認定判断した。
　(3-3-1)　審決による引用例１，２の内容のまとめ
　『引用例１及び２の斜視図には，プレハブ建造物の屋根用のＧＲＣパネルと直線
状に隣接した壁用のＧＲＣパネルとを取り付け金物によって接合して組み立てたプ
レハブ建造物が記載され（請求人が付した符号Ａ部分），該取り付け金物は，長方



形状のベースプレートと，該ベースプレートの一側縁に立設した側面プレートとか
ら成り，側面プレートには隣接する壁用のＧＲＣパネル双方に対峙する個所に孔が
開穿され，該孔から接合部材を挿入して接合するものである。』
　(3-3-2)　本件発明３とこれに対応する引用例１，２に係る発明（引用発明Ａ）と
の一致点についての審決の認定
　『セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，ＧＲＣパネ
ル内に断熱材を密閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物にお
いて，前記プレハブ建造物の屋根用のＧＲＣパネルと直線状に隣接した壁用のＧＲ
Ｃパネルとを相互に接合するための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方
形状のベースプレートと，該ベースプレートの一側縁に立設した側面プレートとか
ら成り，前記側面プレートに前記隣接する壁用のＧＲＣパネルに対峙する個所に孔
が開穿されており，壁用のＧＲＣパネルにそれぞれ対峙して設けられている前記孔
から接合部材を挿入して接合したことを特徴とするプレハブ建造物，で一致（す
る）』
　(3-3-3)　上記両者の相違点についての審決の認定
　『相違点(1)　本件発明３は，断熱材として発泡スチロール又はウレタンホーム等
の有機質系の発泡体を用いるのに対して，引用発明Ａは断熱材の材料を特定してい
ない点。
　相違点(2)　本件発明３の取り付け金物のベースプレートには，隣接する壁用のＧ
ＲＣパネルの接合部位の屋根用のＧＲＣパネルに設けられているスリーブナットと
対峙する個所にボルト孔が開穿されており，該ボルト孔からボルトを螺入して緊締
するのに対して，引用発明Ａの取り付け金物のベースプレートには孔が示されてお
らず，接合部材も明示されていない点。
　相違点(3)　本件発明３は，隣接する壁用のＧＲＣパネル双方にスリーブナットを
設け，スリーブナットにそれぞれ対峙して設けられている側面プレートのボルト孔
からボルトを螺入して緊締するのに対して，引用発明Ａでは，接合部材がボルトで
あるかどうか不明であり，パネルにスリーブナットを設けているかどう不明である
点。』
　(3-3-4)　上記相違点についての審決の判断
　『相違点(1)については，本件発明１について述べたと同じ理由で，当業者が容易
に採用し得ることである。
　相違点(2)については，引用例１及び２に記載された斜視図の請求人が付した符号
Ｃ部分には，取り付け金物のベースプレートに孔が記載されていないものの，屋根
用のＧＲＣパネルに対応する個所にベースプレートを介して接合部材を挿通して接
合することが記載されており，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは
周知慣用の技術であるから，引用発明Ａにおいても，屋根用のパネルにスリーブナ
ットを設け，取り付け金物の該スリーブナットと対峙する個所にボルト孔を開穿
し，該ボルト孔からボルトを螺入して緊締するようなことは，当業者が容易になし
得ることにすぎない。
　相違点(3)については，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは周知慣
用手段であるから，取り付け金物を介して壁用パネルを接合するに際して，壁用パ
ネルにスリーブナットを設け，取り付け金物の孔をボルト孔としてボルトを螺入し
て緊締するようなことは，当業者であれば容易になし得ることである。』
　(3-4)　審決は，本件発明４につき，次のように認定判断した。
　(3-4-1)　審決による引用例１，２の内容のまとめ
　『引用例１及び２の斜視図（請求人が付した符号Ｃ部分）には，プレハブ建造物
の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁用のＧＲＣパネルの上端部とを
取り付け金物によって接合して組み立てたプレハブ建造物であって，プレハブ建造
物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁用のＧＲＣパネルの上端部と
を相互に接合するための取り付け金物は長方形のベースプレートと，該ベースプレ
ートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，かつ，該取り付け金物は中央部
で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成され，この取り付け金物は側面プレートに
孔を開穿し，該孔に接合部材を挿入して接合するプレハブ建造物が記載されてい
る。』
　(3-4-2)　本件発明４とこれに対応する引用例１，２に係る発明（引用発明Ｃ）と
の一致点についての審決の認定
　『「セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，該ＧＲＣ
パネル内に断熱材を密閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物



において，前記プレハブ建造物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁
用のＧＲＣパネルの上端部とを接合するための取り付け金物であって，該取り付け
金物は長方形のベースプレートと，該ベースプレートの外縁部に立設した側面プレ
ートとから成り，かつ，該取り付け金物は中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状
に形成されて成り，ベースプレートを介して接合部材を挿入して接合し，側面プレ
ートには孔が開穿され，該孔より接合部材を挿入して接合したことを特徴とするプ
レハブ建造物，で一致（する）』
　(3-4-3)　上記両者の相違点についての審決の認定
　『相違点(1)　本件発明４は，断熱材として発泡スチロール又はウレタンホーム等
の有機質系の発泡体を用いるのに対して，引用発明Ｃは断熱材の材料を特定してい
ない点。
　相違点(2)　本件発明４の取り付け金物のベースプレートには，前記建造物の角部
における屋根用ＧＲＣパネルに設けられたスリーブナットに対峙する個所にボルト
孔が開穿されており，前記ボルト孔よりボルトを螺入して緊締するのに対して，引
用発明Ｃでは，取り付け金物のベースプレートにはボルト孔の明示はないが，接合
部材がベースプレートを挿通して屋根用パネルを接合している点
　相違点(3)　本件発明４の取り付け金物の側面プレートには，建造物の角部用のＧ
ＲＣパネル及び之に隣接する壁用のＧＲＣパネルのそれぞれの上端部に設けられた
スリーブナットにボルトを挿通するためのボルト孔が開穿され，前記ボルト孔より
ボルトを螺入して緊締するのに対して，引用発明Ｃでは，取り付け金物の側面プレ
ートに孔が開穿され，接合部材を該孔を挿通して対応するパネルを接合している
点』
　(3-4-4)　上記相違点についての審決の判断
　『相違点(1)については，本件発明１について述べたと同じ理由で，当業者が容易
になし得ることである。
　相違点(2)については，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは周知慣
用手段であるから，引用発明Ｃにおいても，屋根用のパネルと壁用のパネルとを接
合するために，取り付け金物のベースプレートに隣接する壁用のＧＲＣパネルの接
合部位の屋根用のＧＲＣパネルにスリーブナットを設け，ベースプレートに該スリ
ーブナットと対峙する個所にボルト孔を開穿し，該ボルト孔からボルトを螺入して
緊締するようなことは，当業者が容易になし得ることにすぎない。
　相違点(3)については，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは周知慣
用手段であるから，取り付け金物を介してパネルを接合するに際して，パネルに設
けられるスリーブナットを用い，取り付け金物の孔にボルトを螺入して緊締するよ
うなことは，当業者であれば容易になし得ることであり，建造物の角部であって，
角部用のＧＲＣパネル及び之に隣接する壁用のＧＲＣパネルを接合するためには，
それぞれのパネルを接合部材を用いて接合する必要があることは当然のことである
から，引用発明Ｃについても，取り付け金物の側面プレートに，建造物の角部用の
ＧＲＣパネル及びこれに隣接する壁用のＧＲＣパネルの夫々の上端部に設けられた
スリーブナットにボルトを挿通するためのボルト孔が開穿し，前記ボルト孔よりボ
ルトを螺入して緊締することは，当業者が容易になし得ることと認められる。』
　(3-5)　審決は，本件発明２につき，次のように認定判断した。
　(3-5-1)　本件発明２と前記引用発明Ｃとの一致点についての審決の認定
　『セメントにガラス繊維を混入して形成したＧＲＣパネルであって，該ＧＲＣパ
ネル内に断熱材を密閉し，該パネルを相互に接合して組み立てたプレハブ建造物に
おいて，前記プレハブ建造物の角部における構造部材と，隣接の壁用のＧＲＣパネ
ルの端部とを接合するための取り付け金物であって，該取り付け金物は長方形状の
ベースプレートと，該ベースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成
り，かつ，該取り付け金物は中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成されて
成り，該取り付け金物を介して接合部材により接合することを特徴とするプレハブ
建造物，で一致（する）』
　(3-5-2)　上記両者の相違点についての審決の認定
　『相違点(1)　本件発明２は，断熱材として発泡スチロール又はウレタンホーム等
の有機質系の発泡体を用いるのに対して，引用発明Ｃは断熱材の材料を特定してい
ない点。
　相違点(2)　本件発明２の角部における構造部材は基礎であり，取り付け金物は隣
接するパネルの下端部を接合するのに対して，引用発明Ｃの構造部材は屋根であ
り，取り付け金物は隣接するパネルの上端部を接合する点



　相違点(3)　本件発明２の取り付け金物のベースプレートには，建造物の角部の基
礎に設けられているアンカーボルトを挿入するためのボルト孔が設けられ，前記基
礎に設けられたアンカーボルトをベースプレートに設けたボルト孔に挿通してナッ
トにて緊締するのに対して，引用発明Ｃでは，接合部材が取り付け金物のベースプ
レートを介して接合している点
　相違点(4)　本件発明２の取り付け金物の側面プレートには，建造物の角部用のＧ
ＲＣパネル及びこれに隣接する壁用のＧＲＣパネルの夫々の下端部に設けられたス
リーブナットにボルトを挿通するためのボルト孔が開穿されており，建造物の角部
に配設される角部用のＧＲＣパネル及び該ＧＲＣパネルに隣接する壁用のＧＲＣパ
ネルのそれぞれの接合部位に設けたスリーブナットに前記側面プレートに設けたボ
ルト孔よりボルトを螺入して緊締するのに対して，引用発明Ｃでは，取り付け金物
の側面プレートに孔が開穿され，対応するパネルに接合部材を挿通して接合してい
ることが認められるが，具体的な接合手段については不明である点』
　(3-5-3)　上記相違点についての審決の判断
　『相違点(1)については，本件発明１について述べたと同じ理由で，当業者が容易
になし得ることである。
　相違点(2)については，引用例１及び２は，（Ｂ）基礎と直線状に立設された壁用
パネルとの接合（請求人が付した符号Ｂ部分），（Ｃ）屋根用パネルと角部用パネ
ル及び隣接した壁用パネルの上端部との接合（請求人が付した符号Ｃ部分）の各々
に使用される取り付け金物を開示するから，基礎と角部用パネル及び隣接した壁用
パネルの下端部との接合についても，引用例１及び２に接する当業者に対して，同
様の取り付け金具により接合し組み立てることを示唆するものと認められ，引用発
明Ｃの取り付け金具を基礎に対して使用するようなことは，当業者が容易に想到し
得ることにすぎない。
　相違点(3)については，基礎と壁との接合に際して基礎に設けられたアンカーボル
トを用いることは周知慣用の手段であるから，接合部材に代えてアンカーボルトを
用い，取り付け金物の孔に該アンカーボルトを挿通してナットにて緊締して接合す
ることは，当業者が容易になし得ることにすぎない。
　相違点(4)については，パネルの接合手段としてボルトとスリーブナットは周知慣
用手段であるから，取り付け金物を介してパネルを接合するに際して，パネルにス
リーブナットを設け，これにボルトを螺入して緊締するようなことは，当業者であ
れば容易になし得ることであり，建造物の角部であって，角部用のＧＲＣパネル及
び之に隣接する壁用のＧＲＣパネルを接合するためには，それぞれのパネルを接合
部材を用いて接合する必要があることは当然のことであるから，取り付け金物の側
面プレートにも，建造物の角部用のＧＲＣパネル及びこれに隣接する壁用のＧＲＣ
パネルのそれぞれの上端部にスリーブナットを設け，側面プレートにボルトを挿通
するためのボルト孔を開穿し，該ボルト孔よりボルトを螺入して緊締することは，
当業者が容易になし得ることと認められる。』
　(3-6)　審決は，原告の審判手続における主張を排斥した上，上記判断をふまえ，
本件発明１～４は，刊行物１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反してされたも
のであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものであると結論付け
た。
　２　原告の主張（審決取消事由）の要点
　(1)　引用例１及び２に記載された技術事項の認定の誤り
　審決は，引用例１（甲３）及び２（甲４）に記載された技術事項を，前記１(3)
の(3-1-1)ないし（3-1-3)，(3-2-1)，(3-3-1)及び(3-4-1)のように認定したが，誤
っている。
　審決は，「屋根と隣接するパネルとの取付部分（請求人が付した符号Ａ及びＣ部
分）においては，取り付け金物を介して取り付けるもので」と認定するが，これは
単に位置決めのための治具であるかもしれないのであり，引用例１，２の図面（甲
３の３枚目，甲４の４枚目に記載された一部展開斜視図。以下，「斜視図」とい
う。なお，同図面中には，手書きで，一部分を楕円形状の線で囲み，これに引き出
し線を付して，「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」と記載されているが，これらは，審判の過程で
説明用に追加記載されたものである。）に徴して，直ちに屋根と隣接するパネルと
の取付部分の「取り付け金物」であると断定することはできない。また，「取り付
け金物」を斜視図中のＡ及びＣ部分の記載に徴して認定できるとしても，その取り
付け金物のベースプレートには孔が開穿されていないのであり，「孔から接合部材



を挿入して屋根とパネルを接合して組み立てる」と認めた審決は，本件特許公報を
読んで熟知した後知恵に基づく推測である。
　また，審決は，「基礎と隣接する……認められる。」と認定するが，前記符号
Ｂ，Ａ，Ｃを付さない状態の斜視図に徴し，何らの説明も受けず，かつ，その他の
図面を提示されないで，直ちに基礎と隣接するパネルとの取付部分が屋根とパネル
との取付構造からみて，長方形状のベースプレートと，そのベースプレートの一側
縁に立設した側面プレートから成る取り付け金物を介して取り付けたものと断ずる
ことはできない。この点も前記後知恵に基づく推測である。
　審決は，（Ａ）の項において，屋根用パネルと直線状に隣接した壁用パネルとを
相互に接合するために取り付け金物が用いられるように認定しているが，この取り
付け金物に相当するものは，位置ずれしないように仮止め手段として用いられるも
のであるかもしれないのであり，いわんや，ベースプレートに孔が開穿されていな
い状態では，接合部材を挿入して屋根用のＧＲＣパネルと直線状に隣接した壁用パ
ネルとを接合することはできないのであり，この点も前記後知恵に基づく推測であ
る。
　審決は，（Ｂ）の項において，プレハブ建造物の基礎と基礎上に直線状に立設さ
れた壁用のＧＲＣパネルとを接合するために取り付け金物が用いられるように認定
しているが，これも位置ずれしないように仮止め手段として用いられるものである
かもしれないのであり，当業者といえどもこの図面を見て様々の不明な点が生じる
のが自然である。しかし，審決は，単に斜視図を見て，取り付け金物を用い，該取
り付け金物のベースプレートと側面プレートにそれぞれ設けられている孔より接合
部材を挿入して，プレハブ建造物の基礎と基礎上に直線状に立設された壁用のＧＲ
Ｃパネルとを接合していると認定したことは，前記後知恵に基づく推測である。
　審決は，（Ｃ）の項において，屋根用パネルと角部用パネル及び隣接の壁用パネ
ルの上端部との接合に際し，単に前記図面を見て長方形状のベースプレートと，ベ
ースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，かつ，中央部で直角に
折曲された平面視Ｌ字状に形成された取り付け金物を用い，側面プレートには隣接
する壁用のＧＲＣパネルの一方と対峙する個所に孔が開穿され，該孔より接合部材
を挿入して壁用のＧＲＣパネルを接合し，２本の接合部材がベースプレートを挿通
して屋根用のＧＲＣパネルを接合すると認定している。しかし，取り付け金物と仮
定したとしても，その取り付け金物のベースプレートには孔が開穿されていないの
であり，２本の接合部材がどのようにしてベースプレートを挿通して屋根用のＧＲ
Ｃパネルと接合するのか全く不明である。この認定も前記後知恵に基づく推測であ
る。
　(2)　本件発明１の進歩性についての認定判断の誤り
　(2-1)　本件発明１とこれに対応する引用例１，２に係る発明（引用発明Ｂ）との
一致点についての前記審決の認定は，誤りである。すなわち，前記(1)と同様の理由
により，当業者が前記斜視図を見て双方の発明が直ちに一致すると認定することは
極めて困難である。
　(2-2)　建物において基礎に埋設されているアンカーボルトを用いる場合は，通
常，基礎上に下段通り柱を載設し，そして，該下段通り柱に前記アンカーボルトを
挿通して固設し，さらに，その下段通り柱上に縦柱，間柱及びその間に壁材が組み
込まれる。したがって，基礎に設けられているアンカーボルトを用いて基礎上に直
接に壁材を連結することは，周知慣用の手段であるとはいえない。よって，基礎と
壁との接合に際し，引用発明Ｂの接合部材に代えてアンカーボルトを用い，取り付
け金物の孔に該アンカーボルトを挿通してナットにて緊締して接合することは当業
者が容易になし得ることであるとした，相違点(2)についての審決の判断は，前記後
知恵に基づく推測である。
　(2-3)　ボルトとスリーブナットとを結合することは周知慣用手段であるとして
も，特にプレハブ建造物において，パネルにスリーブナットを埋設し，本件発明１
のように取り付け金物に設けた孔からボルトを挿通して緊締することまでも，周知
慣用手段と断ずることはできない。相違点(3)についての審決の前記判断も前記後知
恵に基づく推測である。
　(3)　本件発明３の進歩性についての認定判断の誤り
　審決は，相違点(2)，(3)について，前記のとおり判断し，当業者であれば容易に
なし得ることであるとしたが，前述したように本件特許公報を読んで熟知した後知
恵に基づいた推測である。
　(4)　本件発明４の進歩性についての認定判断の誤り



　(4-1)　本件発明４とこれに対応する引用例１，２記載の発明（引用発明Ｃ）との
一致点についての前記審決の認定は，前述したように単なる推測である。すなわ
ち，「プレハブ建造物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと，隣接の壁用のＧＲ
Ｃパネルの上端部とを取り付け金物によって接合して組み立てたプレハブ建造物で
ある」と認定した点には，当業者が容易に認定できるのか疑義がある。
　また，相違点(2)の認定のうち，「引用発明Ｃでは，取り付け金物のベースプレー
トにはボルト孔の明示はないが，接合部材がベースプレートを挿通して屋根用パネ
ルを接合している」と認定した点にも，同様の疑義がある。
　(4-2)　審決が相違点(2)，(3)について，当業者が容易になし得ることと認められ
ると判断した点も，大いに疑義が生じる。接合手段としてボルトとスリーブナット
とは周知慣用手段であるとしても，引用発明Ｃにおいて屋根用のパネルと壁用のパ
ネルとを接合するために取り付け金物のベースプレートに隣接する壁用のＧＲＣパ
ネルの接合部位の屋根用のＧＲＣパネルにスリーブナットを設けることが，当業者
であるならば直ちに想到し得るものとは断じ得ない。すなわち，斜視図によってこ
のようなスリーブナットの埋設及びそのスリーブナットとボルトとの結合が当業者
であるならば容易に想到し得るものであるかどうか疑問であり，本来，このような
プレハブ建造物の壁部材にスリーブナットを埋め込むようなことは常套手段として
知られていない。さらに，建造物の角部であって，角部用のＧＲＣパネル及びこれ
に隣接する壁用のＧＲＣパネル並びに屋根用のＧＲＣパネルの相互間の接合手段
が，斜視図を当業者が見て容易に認識し得るものであると断ずることはできない。
　(5)　本件発明２の進歩性についての認定判断の誤り
　(5-1)　本件発明２と引用発明Ｃとの一致点についての審決の前記認定は，前述し
た理由により，当業者が容易に認定することはできないものである。
　さらに，審決の相違点(3)の認定として，「引用発明Ｃでは，接合部材が取り付け
金物のベースプレートを介して接合している点」としているが，引用発明Ｃでは取
り付け金物のベースプレートに孔が開穿されていないにもかかわらず，接合部材が
どのようにして建造物の角部における屋根用のＧＲＣパネルと接合するのかが極め
て不明である。
　(5-2)　審決は，相違点(2)についての判断において，「引用例１及び２は，
（Ｂ）基礎と直線状に当接された壁用パネルとの接合（請求人が付した符号Ｂ部
分），（Ｃ）屋根用パネルと角部用パネル及び隣接した壁用パネルの上端部との接
合（請求人が付した符号Ｃ部分）の各々に使用される取り付け金物を開示している
から，基礎と角部用パネル及び隣接した壁用パネルの下端部との接合についても引
用例１及び２に接する当業者に対して，同様の取り付け金物を基礎に対して使用す
ることを示唆するものと認められる」としている部分がある。しかし，このような
示唆に関する文言は全くなく，かつ，引用例１，２の斜視図におけるＢ部分及びＣ
部分を当業者が見て，容易に前記認定が可能であるかについては，大いに疑義が生
じる。いわんや，同斜視図には，角部における基礎上に立設されるであろうと思わ
れる角部用の壁用パネル及びこれに隣接すると推定される壁用パネルとの接合手段
について一切開示されていない。
　相違点(3)についての審決の前記判断は，論理が飛躍しており，この点も前記後知
恵に基づく単なる推測である。すなわち，基礎に対して壁を直接に接合することは
周知慣用の手段であるとはいえず，通常は，基礎に埋設されているアンカーボルト
に挿通して該基礎に固定されるものは下段通り柱であるのであり，この種建造物に
おいては，基礎に埋設されたアンカーボルトに壁を直接に取り付けることが，たと
え取り付け金物を利用するとしても，これをもって周知慣用の手段であるとは断じ
難い。いわんや，引用例１，２の斜視図には，アンカーボルトが埋設されていると
いう記載は全くなく，審決は単なる推定による認定にすぎない。さらに，壁用のパ
ネルにスリーブナットを埋設する構成等についても，これを認定し得るに足る記載
は前記斜視図には一切開示されていないのであり，この点に関連する審決の認定も
単なる推測である。
　結局，本件発明１～４を引用例１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易
に発明することができたものであるかどうかは，この技術の分野に属する通常の知
識を有する者が，引用例１，２の斜視図を見て容易に本件発明１～４を想到し得る
かどうかが問題であるところ，一般には，前記斜視図のみを提示されても，当業者
といえども，取り付け金物の構成並びに基礎及び壁用のＧＲＣパネルとの相互関
係，又は屋根用のＧＲＣパネル又は角部用のＧＲＣパネル等との具体的接合状態等
を詳細に説明を受けて初めて，前記斜視図によって本件発明１～４を理解し得るの



である。
　(6)　審決が引用した引用例１（甲３），引用例２（甲４）は，審査時において拒
絶理由通知書（甲７）に引用された証拠に掲載されている図面及び文言と実質的に
同一である。さらに，引用例３（甲５）も，審査時において拒絶理由通知書にて引
用されたのと同一の公報であって，審査済みである。原告は，平成１１年３月３日
（送達日）付けで前記拒絶理由通知書に接し，そして，本件特許公報（甲６）記載
のとおり補正したところ，拒絶理由は克服され，平成１１年１０月２７日（送達
日）付けで特許査定され，同年１１月１９日付けで登録されたものである。
　このように，本件発明は，審査官といえども，上記各引用文献によって創作性を
否定することができなかったので，特許査定に到ったのであり，このような審査の
経緯に徴しても，審査済みの上記書証（甲３ないし５）によって本件発明を無効と
する審決は，事実誤認の違法が存在するものと断ぜざるを得ない。
　３　被告の主張の要旨
　(1)　引用例１及び２に記載された技術事項の認定の誤りに対して
　原告の主張は，出願当時の技術水準や引用例１（甲３）の記載を無視したもので
あり，首肯できない。当業者が引用例１の斜視図を見れば，審決が指摘するそれぞ
れの箇所に，審決が認定した構造を有する取り付け金物が開示されていることを直
ちに認識できるものであり，審決の認定が正当であることは明白である。
　なお，本件特許の出願当時の技術水準として，ＧＲＣパネル等を使用する建造物
のパネル工法において，パネルを基礎に埋め込んだアンカーボルトに取り付け金物
を介してナットにて緊結すること（乙４，５），及びパネルの接合をパネルにスリ
ーブナットを設け，取り付け金物の孔を介してボルトを螺入して緊締することによ
り行うこと（乙６，７）は，周知慣用の技術であった。そもそも，パネル工法と
は，アンカーボルト，スリーブナット，ボルト等を使用し，取り付け金物を介して
基礎等と壁面パネルや，隣接するパネル同士等を接合することにより建造物を構築
するものであるから，これらのことが周知慣用の技術であることは当然のことであ
る。
　(2)　本件発明１の進歩性についての認定判断の誤りに対して
　原告の主張は，出願当時の技術水準や引用例１（甲３）の記載を無視したもので
あり，首肯できない。
　また，相違点(2)についての審決の判断を非難する原告の主張は誤りである。基礎
上に下段通り柱を載設し，そして，該下段通り柱に基礎に埋設されたアンカーボル
トを挿通して固設し，さらに，その下段通り柱上に縦柱，間柱及びその間に壁材を
組み込む工法は，在来工法における手法である。このような手法は，アンカーボル
ト，スリーブナット，ボルト等を使用し，取り付け金物を介して基礎等と壁面パネ
ルや隣接するパネル同士等を接合することによりプレハブ建造物を構築するパネル
工法とは関係のないものである。乙４，５にもみられるように，ＧＲＣ等のコンク
リート系パネルを使用したパネル工法において，パネルを基礎に埋め込んだアンカ
ーボルトに取り付け金物を介してナットにて緊結することは，周知の慣用手段にす
ぎず，審決の判断は正当である。
　原告は，相違点(3)についての審決の判断も非難するが，プレハブ建造物におい
て，ＧＲＣ等のコンクリートパネル中にスリーブナットを埋設し，取り付け金物に
設けた孔からボルトを挿入して螺合することにより緊結することは，乙６，７にも
みられるように周知慣用の技術であるから，原告の主張は，本件出願当時の技術水
準を無視したものであり，首肯できない。
　(3)　本件発明３の進歩性についての認定判断の誤りに対して
　原告の主張は，出願当時の技術水準や引用例１，２の記載を無視したものであ
り，首肯できない。審決に原告の主張するような違法な点はない。
　(4)　本件発明４の進歩性についての認定判断の誤りに対して
　原告の主張は，いずれも，前記のとおり，本件出願当時の技術水準や引用例の記
載を無視したものであり，首肯できない。
　(5)　本件発明２の進歩性についての認定判断の誤りに対して
　原告は，一致点及び相違点(3)の認定の一部につき，審決を非難するが，前同様，
本件出願当時の技術水準や引用例の記載を無視したものであり，首肯できない。ま
た，引用例１，２に記載された斜視図のＣ部分には，平面視Ｌ字状の取り付け金物
を一点鎖線で抜き出して明示した部分に，ボルト様接合部材を上向きに挿入するこ
とが点線によって示されている。そして，同図の上部の右側から中央部にかけて計
４枚の屋根用パネル（内１枚は，上方に抜き出して記載されている。）を載置し，



接合することが示されており，当業者であれば直ちに接合部材が取り付け金物のベ
ースプレートを介して，屋根用パネルを接合するものであることを認識することが
できる。したがって，審決の認定は正当であり，原告の主張には首肯できない。
　原告は，相違点(2)についての判断に関しても審決を非難する。しかし，引用例
１，２には，取り付け金物自体としては同じ構成を有する金物を，符号Ａで表示し
た部分ではプレハブ建造物の屋根用のＧＲＣパネルと壁用のＧＲＣパネルとを相互
に接合するために使用し，符号Ｂで表示した部分ではプレハブ建造物の基礎と壁用
のＧＲＣパネルとを接合するために使用している。すなわち，引用例１，２には，
プレハブ建造物の屋根用のＧＲＣパネルと壁用のＧＲＣパネルとを相互に接合する
ための取り付け金物を，プレハブ建造物の基礎と壁用のＧＲＣパネルとを接合する
ための取り付け金物として転用することが図中に開示されているのである。してみ
れば，審決が認定したように引用例１，２は，符号Ｃ部分の屋根用パネルと角部用
パネル及び隣接した壁用パネルの上端部との接合に使用される取り付け金物を，基
礎と角部用パネル及び隣接した壁用パネルの下端部との接合についても使用するこ
とを示唆するものである。したがって，審決の認定及び判断は正当である。
　原告は，相違点(3)についての判断に関しても，審決を非難する。しかし，既に説
明したように，基礎に埋設されているアンカーボルトに下段通り柱を挿通して該基
礎に固定する手法は，プレハブ建造物におけるパネル工法とは関係のない，在来工
法の技術である。そして，プレハブ建造物のパネル工法において，ＧＲＣ等のコン
クリートパネルを基礎に埋め込んだアンカーボルトに取り付け金物を介してナット
にて緊結すること，及びパネルの接合を取り付け金物を介してボルトとパネルに埋
め込んだスリーブナットにより行うことは，既に説明したように，周知の慣用手段
にすぎず，審決の判断は正当である。
　原告は，「一般には，前記斜視図のみの提示をされても，当業者といえども，取
り付け金物の構成並びに基礎及び壁用のＧＲＣパネルとの相互関係，又は屋根用の
ＧＲＣパネル又は角部用のＧＲＣパネル等との具体的接合状態等を詳細に説明を受
けて初めて，前記斜視図によって本件発明１～４を理解し得る」などと主張する
が，この主張は，プレハブ建造物におけるパネル工法の基本原理や，本件出願当時
の技術水準を全く無視した主張であり，首肯できない。審決は，パネル工法の基本
原理や本件出願当時の技術水準に基づいて，各引用例の記載事項を認定して，本件
発明１～４の進歩性を否定したものであり，原告が主張するような違法な点はな
い。
　(6)　原告のいう審査官が拒絶理由通知に引用した甲８，９は，引用例１ないし３
（甲３ないし５）とは全く異なる刊行物であり，その記載内容も異なる（甲８には
斜視図すら存在しない。）。原告の主張が誤りであることは明白である。

第３　当裁判所の判断
　１　引用例１及び２に記載された技術事項の認定の誤りについて
　原告は，引用例１（甲３）及び２（甲４）に記載された技術事項に関する審決の
認定が誤りであると主張するので，以下，検討する。
　(1)　引用例１の斜視図及びその説明文と引用例２の斜視図及びその説明文とは，
基本的に同一内容のものであると認められる。以下，引用例１に従って判示する
が，特に断らない限り，引用例２に関しても同様である（斜視図については，引用
例２の方が大きく見やすいので，適宜引用する。）。
　引用例１（甲３）の３枚目及び４枚目によれば，その記載は，トヨタハウス株式
会社の「ＧＲＣダブルスキンパネル製Ｆ.Ｓ.Ｔ.ユニパネルシステム」についての広
告であって，「Ｆ.Ｓ.Ｔ.ユニパネルシステムは，時代のニーズから生まれた，Ｒ
Ｃ・ブロックに代わる，ニューテクノロジーのコンクリートパネル工法。」，「日
本建築センター評定Ｎｏ．ＢＣＪ－ＬＣ－３３０」と記載され，また，「断熱材を
ＧＲＣ（耐アルカリガラス繊維強化セメント）でフルカバーしたユニパネルは，抜
群の耐久性・耐衝撃性を持ち，しかも軽量，スピーディな施工でメンテナンスも容
易です。」，「スピーディな施工　設置は効率のよいパネル工法ですから，わずか
３週間というスピーディな工期で，工費も削減できます。」と記載され，また，プ
レハブ建造物を構成するＧＲＣパネルの一部切欠斜視図を示す「構造図」には，Ｇ
ＲＣにより断熱材を密閉した構造が記載されていることが認められる（以上の認定
については原告も争わない。）。
　引用例２（甲４）４枚目にも，同様の広告が記載され，「小規模建築物でパネル
式コンクリート造（工期短縮）」，「ＧＲＣダブルスキンパネル（断熱効果抜



群）」などの記載があることが認められる。
　本件発明の属する技術分野の当業者が，以上の引用例１，２に記載の説明文とと
もに引用例１の斜視図を見た場合，同図面は，上記のような断熱材をＧＲＣ（耐ア
ルカリガラス繊維強化セメント）でフルカバーしたユニパネルをパネル工法で組み
立てたほぼ完成された状態のプレハブ建造物を示しており，このうち斜視図の右半
分において建造物が完成された状態を示している一方で，斜視図の左半分におい
て，プレハブ建造物の一部を分解した状態を表すことによって，屋根用パネルと壁
用パネルとの接合部分及び基礎と壁用パネルとの接合部分の状況等がわかるように
表示したものであることを理解し得るものと認められる。
　(2)　上記斜視図からパネルとパネルを取り付けるための部材（取付部材）の取り
付け態様をみると，次のように認定判断することができる。
　(2-1)　斜視図のうち，Ａ部分をみると，屋根用パネルと隣接する壁用パネルとの
取付部分に介在する，長方形状のベースプレートとそのベースプレートの一側縁に
立設した側面プレートとから成る取付部材が図示されている。斜視図中のＣ部分を
みると，屋根用パネルと隣接するパネルとの取付部分に介在する，長方形状のベー
スプレートとそのベースプレートの外縁部に立設した側面プレートとから成り，か
つ，中央部で直角に折曲されて平面視Ｌ字状に形成された取付部材が図示されてい
る。一方，斜視図のＢ部分をみると，基礎とこれに隣接する壁用パネルとの取付部
分における取付部材が（Ａ部分やＣ部分のように）抜き出して図示されてはいない
が，前記Ａ及びＣの取付部分に設けられた取付部材と同様に，Ｂ部分においても，
直交する２面すなわち基礎面とこれに隣接する壁用パネルの内側面に，それぞれ接
合部材を挿入することが図示されている（引用例２の斜視図も参照）ことからする
と，当業者であれば，Ａ部分と同様に，長方形状のベースプレートとそのベースプ
レートの一側縁に立設した側面プレートとから成る取付部材が使われていることを
理解し得るものと認められる。
　(2-2)　Ａ部分の取付部材につき，２本の横向きの接合部材が，Ｃ部分の取付部材
につき，２本の上向きの接合部材及び１本の横向きの接合部材が，Ｂ部分の取付部
材につき，２本の横向きの接合部材及び２本の下向きの接合部材が，それぞれ図示
されている。
　(2-3)　Ａ部分及びＢ部分の各取付部材の側面プレートには，隣接する壁用パネル
双方の接合部位に対峙する箇所に孔が図示されており，Ｃ部分の取付部材の側面プ
レートには，一方の壁用パネルの接合部位に対峙する箇所に孔が図示されている
（引用例２の斜視図も参照）。
　(2-4)　上記(2-2)，(2-3)のとおり，斜視図では，すべての取付部材のプレートに
孔が表示されているわけではなく，すべての取付部材のプレートに向かって接合部
材が表示されているわけではない。しかし，Ａ部分の取付部材の側面プレート，Ｂ
部分の取付部材の側面プレート及びＣ部分の取付部材の一方の側面プレートにおい
て，孔と接合部材とが表示されていることからすれば，当業者は，これらのＡ，
Ｂ，Ｃ部分の接合部材は，いずれも取付部材に設けられた孔に挿入され，取付部材
を介して，パネルとパネルを接合して組み立てるものであることを理解できるもの
と認められる。そうすると，当業者は，取付部材のプレートに向かって接合部材の
みが表示されているＣ部分の取付部材のベースプレート及びＢ部分の取付部材のベ
ースプレートにも孔を設けるものであること，さらに，Ｃ部分の取付部材のベース
プレートと同様に，Ａ部分の取付部材のベースプレートにも孔を設けるものである
こと，Ｃ部分の取付部材における側面プレートの形状にも照らし，Ｌ字状の他方の
側面プレートにも孔を設けるものであることを理解し得るものと認められる。
　(3)　以上のことからすれば，斜視図のＡ，Ｂ及びＣ部分の取付部分に設けられた
取付部材は，各部分におけるパネルとパネル，又はパネルと基礎とを接合し組み立
ててプレハブ構造物を完成させるために用いられるものであって，一般に取付部材
として金属が慣用されていることをも考慮すると，その各取付部材は「取り付け金
物」ということができる。そして，前記斜視図は，右半分に完成部分が示され，左
半分に一部を分解した状態を表すことで接合部分の詳細が示されているのであり，
左半分の部分が仮止めの状態を分解して示したものであるとみることはできない。
したがって，前記各取付部材が単なる位置決めのための治具や仮止めの手段である
とは認められない。よって，取付部材が単なる位置決めのための治具ないし仮止め
の手段であるかもしれず，「取り付け金物」であると断定することはできないとの
原告の主張は，採用することができない。
　そして，当業者は，前記のとおり，Ａ，Ｂ，Ｃ各部分の取付部材の各ベースプレ



ートにも孔を設けるものであることを理解し得るのであるから，ベースプレートに
孔が開穿されていないとする原告の主張は，採用し得ない。
　その他，原告の主張を検討しても，審決における引用例１及び２に記載された技
術事項の認定は，是認し得るものであって，原告主張の誤りがあるとはいえない。
　２　本件発明１の進歩性についての認定判断の誤りについて
　(1)　原告は，本件発明１と引用例１，２記載の引用発明Ｂとの一致点についての
審決の認定に誤りがあると主張する。しかし，原告の主張は，審決における引用例
１及び２に記載された技術事項の認定に誤りがあることを理由とするものであるか
ら，前記１に判示したところによれば，原告の主張は前提を欠くものであって，採
用し得ない。
　(2)　原告は，相違点(2)，(3)についての審決の判断が後知恵に基づく推測である
と主張する。
　検討するに，ＧＲＣパネルを用いた建造物を構築することに関するものであるこ
とが明らかな乙４には，「ＧＲＣ版部取付詳細図」において，基礎に設けたアンカ
ーボルトに対して，ＧＲＣライニング板に取り付けられたＬ字型ステンレス部材を
ナットで取り付ける構成が記載されている。また，乙５の「詳細図」における「１
階マリオンパネル・ファスナー（下部ＭＪ－ＵＧ）」及び「１階スパンドレルパネ
ル・ファスナー（下部ＳＪ－ＵＧ）」には，「アンカーボルト」を用いてパネルを
取り付ける構成が明示されている。
　さらに，乙６の「図－１０　取付縦断面詳細図」の「Ａ－Ａ断面図」及び「ファ
スナー立面図」には，ＧＲＣパネルを躯体へ取り付けるものではあるが，ＧＲＣ等
のコンクリートパネルの中にスリーブナットを埋設し，取り付け金物に設けた孔か
らボルトを挿入して螺合する取付手法が開示されている。また，乙７においても，
同様にスリーブナットを用いた取付手法が開示されている。
　以上によれば，ＧＲＣパネルの接合手段として，「アンカーボルト，取り付け金
物及びナットにより基礎と結合すること」，「ボルトとスリーブナットとで結合す
ること」は，乙４～７にもあるように周知慣用手段であると認められる。
　なお，原告は，「建物において基礎に埋設されているアンカーボルトを用いる場
合は，通常，基礎上に下段通り柱を載設し，そして，該下段通り柱に前記アンカー
ボルトを挿通して固設し，さらに，その下段通り柱上に縦柱，間柱及びその間に壁
材が組み込まれる。」と主張するが，この手法はパネル以外に骨格としての柱を必
要とする従来工法に係るものであって，本件発明１の前提と異なることは明らかで
ある。
　以上のように，ＧＲＣパネルを用いた施工手法における接合手段を開示する乙４
～７が存在しており，これらの接合手段を当業者が想定することは，格段困難なこ
ととはいえない。
　よって，審決が相違点(2)，(3)について，いずれも当業者であれば容易になし得
ることであるとした判断に誤りはなく，後知恵に基づく推測であるとの原告の主張
は，採用し得ない。
　３　本件発明３の進歩性についての認定判断の誤りについて
　原告の主張は，前記１，２で検討した主張と同旨のことを理由に，相違
点(2)，(3)についての審決の判断が後知恵に基づく推測であると主張する。しか
し，前記１，２で判示したように，この主張もまた採用することができない。
　４　本件発明４の進歩性についての認定判断の誤りについて
　(1)　原告は，本件発明４と引用例１，２記載の引用発明Ｃとの一致点についての
認定及び相違点(2)の認定の一部に疑義があると主張する。しかし，原告の主張は，
審決における引用例１及び２に記載された技術事項の認定に誤りがあることを理由
とするものと解されるのであり，前記１に判示したところによれば，原告の主張は
前提を欠くものであって，採用し得ない。
　(2)　原告は，相違点(2)，(3)についての判断にも大いに疑義が生じると主張す
る。その主張内容は，引用例１及び２に記載された技術事項の認定の点及び前記
２(2)で検討した点に関して主張したところと実質的に同旨のものと解される。した
がって，前判示のように，この原告の主張もまた採用の限りではない。
　５　本件発明２の進歩性についての認定判断の誤りについて
　(1)　原告は，本件発明２と引用例１，２記載の引用発明Ｃとの一致点についての
認定及び相違点(3)についての認定の一部を誤りであると主張する。しかし，この主
張についても，審決における引用例１及び２に記載された技術事項の認定に関する
ものなど，既に判示したところに照らし，採用することができない。



　(2)　原告は，相違点(2)についての判断の誤りの理由として，引用例１，２の斜
視図には，角部における基礎上に立設されるであろうと思われる角部用の壁用パネ
ル及びこれに隣接すると推定される壁用パネルとの接合手段について一切開示され
ていないと主張する。
　確かに，引用例１，２の斜視図には，角部における基礎と，角部用の壁用パネル
及び隣接した壁用パネルの下端部とを接合するための取付部材は，図示されていな
い。しかし，前判示（特に１）のとおり，引用例１，２によれば，当業者は，斜視
図のＣ部分においては，取り付け金物における側面プレート，Ｌ字状の他方の側面
プレート及びベースプレートのいずれにも孔が設けられ，これらの孔から接合部材
を挿入し，取り付け金物を介して，角部における屋根用パネルと角部用のパネル及
び隣接の壁用パネルとを接合して組み立てるものであることを理解することができ
るものと認められ，一方，Ｂ部分においては，取り付け金物における側面プレート
及びベースプレートのいずれにも孔が設けられ，これらの孔から接合部材を挿入
し，取り付け金物を介して，基礎と直線状に立設された壁用パネルとを接合して組
み立てるものであることを理解することができるものと認められる。そうすると，
当業者は，これらのＢ，Ｃ部分の取り付け金物の開示から，角部における基礎と，
角部用の壁用パネル及び隣接した壁用パネルの下端部との接合についても，同様の
取り付け金具により接合し組み立てることを理解し得るものと認められる。
　したがって，引用発明Ｃの取り付け金具を基礎に対して使用するようなことは当
業者が容易に想到し得るとした審決の相違点(2)についての判断は，是認し得るもの
である。
　(3)　原告は，上記のほか，相違点(2)，(3)についての判断が後知恵に基づく単な
る推測であるなどと主張する。しかし，これら原告の主張も，既に検討した主張と
実質的に同旨のものに帰するものと解される。したがって，前判示に照らし，これ
らの原告の主張もまた採用することができない。
　６　原告は，審決に記載された引用例は審査段階での拒絶理由通知書にて引用さ
れたものと実質的に同じであって，補正により，拒絶理由は克服され，特許査定が
されたとの経緯に徴し，上記引用例で本件発明を無効とする審決は，事実誤認であ
るとの趣旨を主張する。
　検討するに，そもそも，引用例１（甲３），引用例２（甲４）と審査段階におけ
る拒絶理由通知書に引用されたという甲８，甲９とを対比すると，前二者と後二者
は，別の文献であることは明らかである。この点をおくとしても，たとえ原告主張
の事情があったにせよ，審査官による特許査定に際しての判断が無効審判を担当す
る合議体の判断を拘束する理由はないばかりか，前判示のとおりの理由があるので
あるから，本件発明１ないし４が進歩性を有しないと審決が判断しても，何ら違法
ではない。その他，本件審判手続をみても，原告主張の違法があるとは認められな
い。
　７　結論
　以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却さ
れるべきである。
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